
（様式３） 

 

女性農業者活躍促進計画 

 

 

 

実施主体名 

 

鹿児島堀口製茶 有限会社 

 

取組 （２）女性が働きやすい環境整備に向けた施設等の確保 

構成員数 67 人（会社人数） 

  

１ 事業実施方針 

女性が働きやすい環境整備に向けた施設等の確保 

１，令和４年度までに女性従業員を新規に 3 名雇用する。 

 製造部門、茶園管理部門、生産管理部門において女性従業員の新規雇用を目標とする。 

 

２，女性が働きやすい環境整備に向け、トイレの新設、既存トイレのリフォームを行う。 

  会社事務所から遠い場所にある圃場について女性専用トイレの設置を行う。また、工場内の既

存トイレをリフォームし、女性も気持ちよく使用できる環境を整える。 

 

３，女性が働き職場作りの為聞き取り調査を行い、アンケート調査に基づき改善を行う。 

  女性従業員に対して聞き取り調査を行い、現状の不満や改善点を纏める。コミュニケーション

の一環として女性の意見を積極的に取り入れ職場環境改善にＰＣＤＡに取り組む。 

 

（注）具体的に記載してください。 

 

２ 女性農業者活躍に向けた実施体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 鹿児島堀口製茶(有)では総務部が管理部門であり、事務局、会計管理を行う。 

 茶園管理部では主に圃場の管理を行う。外国人研修生を含めた女性 4 人が従事している。 

 荒茶製造部は 1 次加工を行う部門で荒茶工場、碾茶工場の 2 か所の工場がある。現在女性従業
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員は 2 名従事（新卒採用）している。 

 生産管理課は生産管理事務を行っており、現在女性従業員は 5 名 

 会社全体では昨年より人事制度の再構築を行い、各部署の社員の定着と成長を図っている。 

 また、生産管理課、荒茶製造部に所属の女性を対象に聞き取り調査を行い環境改善に努める。 

（注）応募団体での受入体制や関係機関との連携状況等を具体的に記載してください。 

   第４の（１）の事業の応募者については、協議会等に属する構成員について５名以上の農業者

（女性１名以上を含む）の氏名を記載してください。 

 

３ 女性農業者活躍のため実施している取組及び今後の取組 

（１）女性の就農希望者、新規就農者の呼び込みに向けた取組 

内容 成果/目標 備 考  

 

 

 

（実施中の取り組み） 

女性農業者活躍の情報発信 

（Facebook・Instagram など） 

会社 PR の為キャラクター発信 

（YouTube、Twitter など） 

 

（今年度の取り組み） 

3 年 6 月 志布志市就職説明会 

3 年 7 月 県農業大学校就職面談会 

4年 12月ファーマーズマーケット出展（鹿児島県） 

 

 

各茶時期・通年 

 

通年 

 

 

 

新卒・U ターン者向け説明会 

就農希望者向け面談 

新規女性就農者呼び込み 

 

 

 

（注）「内容」欄には具体的な取組内容等を記載し、必要に応じ、計画の詳細等を記載した資料を添

付してください。 

 

（２）女性の新規就農者の農業や地域への定着に向けた取組 

内容 成果/目標 備 考  

 

 

 

（実施中の取り組み） 

１）勉強会の実施／アジアギャップ・FSSC22000・レインフ

ォレストアライアンス 

（茶の栽培・製造についての知識共有） 

２）系列農家との取り組み 

・勉強会（現地検討会） 

・実績フィードバック 

３）地域若手生産者集会の開催・交流会 

 

（今後の取り組み） 

１）定例会・勉強会の継続開催 

２）系列農家部会（大崎茶部会・志布志茶部会などとの交流・

 

通年 

 

 

茶時期ごと 

 

 

通年 

 

通年 

茶時期ごと 
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生産指導の継続） 

３）志布志有明地区 IPM 研究会での勉強・情報交換 

４）有機茶研究会の勉強会 

 

年 2～3 回 

 

年 2～3 回 

 

 

（注）「内容」欄には具体的な取組内容等を記載し、必要に応じ、計画の詳細等を記載した資料を添

付してください。 

 

（３）女性農業者の活躍に向けた取組 

内容 成果/目標 備 考  

 

 

 

（実施中の取り組み） 

１） 子育て中の女性の休みが取りやすい仕

組みづくり 

 

 

 

２） 男性社員の育休取得の推奨 

育休日数 30 日 

 

３）社内労働環境の聞き取りによる改善提案 

 

 

勤務シフトの活用による

ワークライフバランスを

意識した取り組み（急な休

みでも交代できる体制づ

くり） 

2020 年 1 名取得 

2021 年 1 名取得 

 

通年（年 2 回） 

 

 

 

（注）農業委員等に選出された等、地域での活躍状況等を「内容」欄に具体的に、取組内容等を含め

記載し、必要に応じ、計画の詳細等を記載した資料を添付してください。 

 

４ 女性の活躍推進対策事業を活用した取組の計画内容 

 

（２）働きやすい環境整備への支援 

 【計画内容】 

時期 内容（対象者・方法等） 備 考  

 

 

 

令和 3 年 7 月 

令和 3 年 8 月 

令和 3 年 8 月 

圃場に簡易トイレ設置（伊崎田方面圃場） 

荒茶工場 トイレリフォーム（男女別） 

事務所  トイレリフォーム（男女別） 

 

アグリレット 

（循環型トイレ） 

 

 

 

（注） 「内容」欄には支援内容、対象者、実施方法等を具体的に記載し、第４の（２）の事業の応募

者は、確保する施設等について５名以上の女性の利用者がいることがわかるよう記載し、必要に

応じ、計画の詳細等を記載した資料を添付してください。 
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５ 女性農業者確保の目標 

事業実施年度翌年度までの 

女性農業者の新規確保人数 
         3   人 

（新規確保女性農業者の内訳） 

自営農業就業者    人、 雇用就農者  3人、 アルバイト・ボランティア等  人 

  （注）必要に応じ、計画の詳細等を記載した資料を添付してください。 

   女性農業者は、新規参入者、自営農業就農者(結婚を機に就農された方含む)、雇用就農者、アル

バイト、ボランティア等の農業関連事業を含む年間 30日以上従事の女性とします。 

農業関連事業とは、農産物製造・加工、農畜産物の貯蔵、運搬、販売、農業生産資材の製造、 

農作業の受託、都市住民等の農作業体験施設の設置・運営や民宿業を含みます。 

 


